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（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

機
構
の
解
散
前
に
独
立
行
政
法
人
等
の
保

有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
百
四
十
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
法
人
文
書
の
開
示
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
基

づ
き
機
構
が
し
た
行
為
及
び
機
構
に
対
し
て
さ
れ
た
行

為
は
、
機
構
の
解
散
後
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情

報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十

二
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行

政
文
書
の
開
示
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
基
づ
き
原
子

力
規
制
委
員
会
委
員
長
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

り
委
任
を
受
け
た
職
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）が
し
た
行
為
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員

長
に
対
し
て
さ
れ
た
行
為
と
み
な
す
。

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

機
構
の
解
散
前
に
独
立
行
政
法
人
等
の
保

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
（
追
加
又

は
削
除
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び

利
用
停
止
（
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
部
分
に

限
る
。）に
基
づ
き
機
構
が
し
た
行
為
及
び
機
構
に
対
し

て
さ
れ
た
行
為
は
、
機
構
の
解
散
後
は
、
行
政
機
関
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
規
定
（
同
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利

用
停
止
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
基
づ
き
原
子
力
規
制

委
員
会
委
員
長
（
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
委

任
を
受
け
た
職
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）が
し
た
行
為
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
に

対
し
て
さ
れ
た
行
為
と
み
な
す
。

（
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
二
十
三
条

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
日
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
二
十
四
条

法
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五

年
度
の
予
算
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
四
年
度
以
前
の

年
度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
三

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
設
立
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一

部
改
正
）

２

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
設
立
に
伴
う

関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平

成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令

第
九
条
の
二
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
百
五
十

九
」
を
「
百
六
十
」
に
改
め
、
同
令
第
九
条
の
四
に
一

号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
百
三
」
を
「
百
四
」
に
改

め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
の
廃

止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
の
一
部
改
正
）

３

独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
の
廃

止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第

九
条
の
四
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
百
四
」
を

「
百
五
」
に
改
め
る
。内

閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
二
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
四
十
号

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令

内
閣
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
九
十
二
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
五
十

七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及

び
第
八
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三

百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
十
項
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三

第
六
項
中
「
三
十
五
万
円
」
を
「
四
十
五
万
円
」
に
改
め

る
。第

二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
九
号
中
「
十
四
万
円
」
を

「
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
九
号
中
「
十
二

万
円
」
を
「
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号

中
「
三
十
五
万
円
」
を
「
四
十
五
万
円
」
に
改
め
、「（
当

該
世
帯
主
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
ロ
中「（
当

該
世
帯
主
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
三
十
五
万

円
」
を
「
四
十
五
万
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
三
項
第
六
号
中
「
十
四
万
円
」
を
「
十

六
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に

係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
二
十
九
条

の
四
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ

る
日
を
含
む
。）が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行

令
第
二
十
九
条
の
七
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
平

成
二
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適

用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

防
衛
省
の
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
政
令
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
二
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
四
十
一
号

防
衛
省
の
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
政

令

内
閣
は
、
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
一
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
条
第
四
項
、第
四
条
第
二
項
、

第
六
条
第
二
項
、第
八
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
し
政
令
で

定
め
る
事
項
）

第
一
条

国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
条
第
四
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
六
条
第

二
項
、
第
八
条
及
び
第
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
事
項
の
例
に
よ
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条

法
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ

る
職
員
と
す
る
。

一

常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
職
員

二

任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
た
常
勤
の
職
員

三

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員

四

条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
（
防
衛
大
臣
の
定
め

る
職
員
を
除
く
。）

五

自
衛
隊
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項

若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務

す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

六

防
衛
大
学
校
若
し
く
は
防
衛
医
科
大
学
校
の
学
生

（
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項（
第

三
号
を
除
く
。）の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
を
い

う
。）又
は
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
の
生
徒
（
自

衛
隊
法
第
二
十
五
条
第
五
項
の
教
育
訓
練
を
受
け
て

い
る
者
を
い
う
。）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六

年
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
第
六
号
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項

（
第
三
号
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
、「
第
十
六
条
第
一

項
」
と
す
る
。
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